
別 添 2

入院基本料等の施設基準等

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準

14 精神病棟入院基本料の注 7に規定する精神保健福祉士配置加算の施設基準

(3)措置入院患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する

法律 (平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)第 34条第 1項若 しくは第60条

第 1項に規定する鑑定入院の命令を受けた者又は第37条第 5項若 しくは第62条第 2項に規定

する鑑定入院の決定を受けた者 (以下 「鑑定入院患者」という。)及び第42条第 1項第 1号

若 しくは第61条第 1項第 1号 に規定する同法による入院 (以下 「医療観察法人院」とい

う。)の決定を受けた者として当該保険医療機関に入院となった患者を除いた当該病棟の入

院患者の うち 9割以上が入院 日から起算 して 1年以内に退院 し、自宅等へ移行すること。

「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを行 う

施設又は福祉ホーム (以 下 「精神障害者施設」という。)へ移行することである。なお、こ

こでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の

病棟へ転棟奉糾 した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所し

た場合を除いたものをいう。また、退院後に、医科点数表第 1章第 2部通則 5の規定により

入院期間が通算される再入院をした場合は、移行した者として計上しない。

16 「基本診療料の施設基準等」の第二の七障害者施設等入院基本料の対象となる病棟は、次のい

ずれかの基準を満たすものをいう。ただし、 7対 1入院基本料の対象となる病棟は、次の(1)の

いずれかの基準を満たすものに限る。なお、(2)の要件を満たすものとして届出を行 う場合には、

別添 7の様式19を用いること。

(1)次のいずれかに該当する一般病棟

ア 児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第 42条第 2号に規定する医療型障害児入所施設

(主 として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児 (同法第 7条第 2項に規定する重症

心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)

イ 児童福祉法第 6条の 2の 2五3理に規定する指定発童支援医療機関
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別添 3

第26の 2 後発医薬品使用体制加算

(4)後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品

ア(略 )

イ 特殊ミルク製剤

フェニルアラニン除去 ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・∠ヾ.リ
ン接倫

除去ミルク配合散 「雪印」

ウ～オ (略)

第26の 8 精神科急性期医師配置加算

1 精神科急性期医師配置加算に関する施設基準

(3)区分番号「A311-2」 精神科急性期治療病棟入院料を算定する病棟については、以下

の要件を満たしていること。

ア 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院の決定を受けた者 (以下 「医療観察法

入院患者」という。)を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院 日から起算して3月 以

内に退院 し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施

設又は精神障害者施設へ移行することである。なぉ、ここでいう「患家」とは、退院先の

うち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ整塗転骨 した場合、他の

保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。

また、退院後に、医科点数表第 1章第 2部通則 5の規定により入院期間が通算される再入

院をした場合は、移行した者として計上しない。

イ (略 )

別 添 4

特定入院料の施設基準等

第12 地域包括ケア病棟入院料

2 地域包括ケア病棟入院料 1の施設基準

(8)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。

ア～ウ(略 )

工 介護保険法第 8条第 2項に規定する訪問介護、同条豊 4項に規定する訪問看護、同条第

5項 に規定する訪問リハビリテーション、同法第 8条の 2第 3項に規定する介護予防訪問

看護又は同法条第4項に規定する介護予防訪問リノ`ビリテーションを提供 している事業所

が当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。

3

入院基本料等加算の施設基準等



届出に関する事項

(1) 精神科救急入院料の施設基準に係る届出は、別添 7の様式 8、 様式 9、 様式20(精神保

健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)、 様式53及び様式54を用いるこ

ととし、当該病棟の配置図 (隔離室の位置が分かるもの。)を添付すること。 「注 5」 に規
定する看護職員夜間配置加算の施設基準に係る届出は、別添 7の様式 8、 様式 9、 様式〒13

の 3及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添
2の様式48を用いること。なお、当該加算の届出については、医療保護入院等診療料の届出

を行っている場合は、別に地方厚生 (支)局長に対して、届出を行 う必要はないこと。ただ

し、当該加算に係る前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取

組状況を評価するため、毎年 7月 において様式13の 3を届け出ること。また、当該加算の

変更の届出にあたり、直近 7月 に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の届出を略す
ことができること。なお、平成30年 7月 の届出において平成30年度改定前の基準で届け出て

も差し支えないが、平成31年 7月 の届出以降においては平成30年度改定後の基準で届け出る

こと。

0

第21 地域移行機能強化病棟入院料

1 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等

(14)届 出時点で、次のいずれの要件も満たしていること。

ア (略 )

イ 以下の式で算出される数値が1.5%以上であること。なお、自宅等への退院とは、患家、

介護老人保健施設又は精神障害者施設へ移行することをいう。ここでいう「患家」とは、

退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、

他の保険医療機関へ菫堕議 した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたもの

をいう。

当該保険医療機関に 1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した

患者の数の 1か月当たりの平均 (届 出の前月までの 3か月間における平均)上 当該病棟の

届出病床数×100(%)

4

第15 精神科救急入院料

2 精神科救急入院料 1に関する施設基準等

(2) 措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法入院患者を除いた新規入院患者の うち6割
以上が入院日から起算 して3月 以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行す
る」とは、患家、介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に規定する障害福祉サービスを行 う施設又は福祉ホーム (以 下 「精神障害者施

設」という。)′ 移ヽ行することである。なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同
一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟 した場合、他の保険医療機関ヘ

螢l堕退続 した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。 (以下この項
にお いて同 じ。 )



様式50の 3

地域包括ケア病棟入院料等のリハビリテーションの基準に係る届出添付書類

(算出期間 平成  年  月  日～平成  年  月  日)

① 直近 3ヶ 月間に疾患別 リハビリテーション等を提供 した患者数 名

② 直近 3ヶ 月間における上記患者における当該病室又は病棟の入院延べ日数 日

③
直近 3ヶ 月に上記患者に対して提供されたリハビリテーションの総単位数
(i+ilキ i‖ +iv+v± Vi) 単位

再
掲

直近 3ヶ 月に上記患者に対 して提供 された心大血管疾患 リハ ビリテー
ションの総単位数 単 位

11

直近 3ヶ 月に上記患者に対して提供された脳血管疾患等リハビリテー
ションの総単位数 単 位

l‖

堅 轟 瞥
饉 工

==銀
熱 鰻 耐 融 工 L塾

単位

・＋

′

¨

■̈

・ハ
一

直近 3ヶ 月に上記患者に対して提供された運動器リハビリテーションの
総単位数 単位

平
Ｖ
一

直近 3ヶ 月に上記患者に対 して提供 された呼吸器 リハ ビリテーションの
総単位数 単位

平
．Ⅵ
一

直近 3ヶ 月に上記患者に対して提供されたがん患者リハビリテーション
の総単位数 単位

④ 1日 当たリリハビリテーション提供単位数 (③/②) 単位



(男可添 4)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

(平成30年 3月 5日 保医発0305第 3号 )

別添 1

特掲診療料の施設基準等

第 3の 2 小児悪性腫瘍患者指導管理料

1 小児悪性腫瘍患者指導管理料に関する保険医療機関の基準

保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準につい

ェ」二_「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添 3の第 1

の 2の (4)と 同様であること。

第 4の 8 乳腺炎重症化予防ケア・指導料

1 乳腺炎重症化予防ケア・指導料に関する施設基準

(3)保 険医療機関の屋内におけ 禁煙の取扱 いについて 基 準 を満 た して い る こ と 該 基当

準につ いては、 「基本診療料の施設 基準等 びその届出に関する手続きの取扱 いについ

て」別添 3の第 1の 2の (4)と 同様であること。

2 届出に関する事項

(3)1の (3)の保険医療機関の屋内における の取扱いについては、当 準を満た してい

ればよく、 に地方厚生 (支)局長 |

第13 歯科疾患管理料の注11に 規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料

1 歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料に関する施設基

準

(2)常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又

は看護師がそれぞれ 1名 以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を

2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関力泌蓋:菫ヨ■Z2」皇塾重コ塗理型ピ型:型趣塾雹

護肛2塾遊菫闘壼姜詩課■ひ寺勤犠澤報群畢等と同じ時間帯に歯科衛生士又は看護師が配置され

ている場合には、当該基奎塗満たしていること十勤つ増:■H:野生=士ラ:キ尋Hi鮨:汗;が1勤]職デ争■=る
'

とみなすことができる。

第14の 3 歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時

医療管理料

1 歯科疾患在宅療養管理料の注4に規定する在宅総合医療管理加算及び在宅患者歯科治療時医療

こ対 して、届出を行 う必要はない と。
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病理診断管理加算 1

病理診断管理加算 2

悪性腫瘍病理組織標本加算

デジタル病理画像による病理診断

の施設基準に係る届出書添付書類

1 標榜診療科名 (施設基準に係る標榜科名を記入すること。)

科

2 病理診断を専 ら担当する医師の氏名等

医師の氏名 経験年数 常勤・非常勤 医療機関勤務

年

□常勤

□非常勤 □

年

□常勤

□非常勤 □

年

□常勤

□非常勤 □

3 年間の剖検数・検体数等

① 剖検
イ牛

② 病理組織標本作製

(術中迅速病理標本作製を含む)

イ牛

③ 細胞診 (術中迅速細胞診を含む)

年

年

年

年

年

年

月

月

月

月

月

月

日

日

日

日

日

日

5 病理診断管理加算又は日腔病理診断管理加算の届出状況 (該当するものにOをつけること。)

病理診断管理加算 ( 1 2 )の 届出年月日 (   年   月   日)

口腔病理診断管理加算 ( 1 2 )の 届出年月日 (   年   月   日)

様式 80の 2

※該当する届出事項をOで囲むこと。〕

件

4 臨床医及び病理医が参加 し、個別の割検例について病理学的見地か ら

検討を行うための会合 (CPC:CliniCopathOlogica1 0onferenCe)の

開催実績

① 開催年月日

② 開催年月日

③ 開催年月日

④ 開催年月日

⑤ 開催年月日

⑥ 開催年月日



管理料に関する施設基準

(2)常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又

は看護師がそれぞれ 1名 以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を

2名 以上組み合わせることにより、当1之堡医E壼饉因墾量定する常勤歯科衛生士又は常勤看

護師の勤務時間帯と同じ時間壼二歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基

準を満たしていることとみなすことができる。

第36の 3 外来後発医薬品使用体制加算

(4)後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品

① 経腸成分栄養剤

エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・ ソキッ

ド、エンシュア・ H、 ツインラインNF配合経腸用液、ラコール貯配合経腸用液、エネー

ボ配合経腸用液及びラコール肝配合経腸用半固形剤

② 特殊 ミルク製剤

フェニルアラニン除去 ミルク配合散 「雪印」及びロイシン・イソロイシン・

`｀

リン磯

倫除去 ミルク配合散 「雪印」

③ 生薬 (薬効分類番号510)

④ 漢方製剤 (薬効分類番号520)

⑤ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 (薬効分類番号590)

第57の 7 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算 1及び 2

1 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算 1及び 2に関する施設基準

(1)常勤の歯科技工士を配置 していること。なお、非常勤の歯科技工士を2名 以上組み合わせ

ることにより、当該保険医療壁園至規定立る常勤歯科技工士の勤務時間帯と同じ時間帯にこ

れらの非常勤歯科技工士が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなす

ことができる。
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